
『シユトラースブルクの誓い」の原文対比

高橋輝和

カルル大帝が築いた広大なフランク王国は，ルートヴィヒ敬虚王の死

後に3人の孫の間で起きた熾烈な相続紛争の結果,843年のヴェルダン条

約によって三つに分割され，長男のロタールが中央部を，次男のルート

ヴィヒ （ドイツ王）が東部を，異母弟の三男カルル（禿頭王）が西部を

支配することが承認された．ロタールが亡くなった後に, 870年のメルセ

ン条約によりさらに中央部の北半分が二分されて，東フランク王国と西

フランク王国とに併合されることになるが，今日のドイツとフランスの

基礎は843年のヴェルダン条約によって固まったと言える．

この条約力罫締結される前年の842年に,ルートヴイヒとカルルはロター

ルに対抗して共闘するために支援し合うことをシュトラースブルクで自

らの軍隊と共に誓った． これが『シュトラースブルクの誓い』であり，

この時の誓いの原文は， カルルの側近としてその場に立ち会ったカルル

大帝の孫，ニートハルトがラテン語で著わした歴史害(Historiarum

Librillll)の中に記録されている(MUllerS.35ff.RauS､ 438ff.).ただ

しその原本は現存せず，パリの国立図書館にある唯一の写本は1000年頃

に書かれたと考えられているものである.問題の誓約文を検討する前に，

それらが現れる文脈を知っておく必要があるため， まずその和訳を掲げ

る．

故に3月1日の16日前（＝2月14日）にルートヴイヒとカルルは，

かつてアルケンタリアと言われていたｶ苛，今は一般にシュトラー

スブルクと呼ばれる町にて会合し，かつ下に書き留められた誓い

をルートヴィヒはロマン語で， しかしカルルはドイツ語で宣誓し

た． そして次のように誓いの前に，取り囲んだ軍隊に一方はドイ

ツ語で，他方はロマン語で話し掛けた． しかしルートヴィヒの方
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が年長であったので，先に次のように始めた： 「いかに何度もロ

タールが我とこのわが兄弟を我らの父の死後，追撃して根絶やし

に織滅せんと企てたかを汝らは知っている． しかし兄弟関係もキ

リスト教も何らかの天性も，健全なる正義をもって我らの間に和

平があることの助けになり得なかったので，ついに我らは強いら

れて事柄を全能の神の裁決に委ねて，何が各人に定められようと

も，神の意向に満足せんとした． この事において我らは，汝らの

知っている通り，神の慈悲により勝利者となったが，彼の方は打

ち負かされて家来らと一緒に可能な所へと退却して行った． しか

しその後，我らは兄弟愛に動かされ，かつまたキリスト教の民に

同情して，彼らを追跡したり，職減したりしようとは思わず，少

なくとも今後は各人に自分の権利が認められるよう， これまで，

以前の通りに要求してきた． しかし彼はその後，神の裁決に満足

せず，敵意ある手でもって再び我とこのわが兄弟を追跡すること

を止めず，加えてまた，我らの民を放火や強奪，虐殺でもって躁

踊している． この理由により今や我らは必要に迫られて会合した

のであり，かつ我らは汝らが我らの確固たる信頼と強固な兄弟関

係を疑っているのではないかと思う力:故に，我らの間のこの誓い

を汝らの面前にて宣誓せんと決意した．我らは何らかの不当な利

己心に誘惑されてこれを行うのではなくて， もしも神力：我らに汝

らの援助でもって平安を与えてくれるならば，我らは共通の利益

をさらに確信するがためである． あってはならないが， しかしも

しもわ力ざ兄弟に宣誓した誓いを我力苛敢えて侵害したならば，我へ

の服従から，かつまた我に汝ら力雰宣誓した誓いから汝らの各々を

我は解除する｣.そしてカルルがこの同じ言葉をロマン語で述べ終

えると，ルートヴイヒの方力雰年長であったので，先に， これを以

後， 自らは守ると誓言した： （ルートヴィヒの誓い=F1)．ルート

ヴィヒカゴそれを終えると， カルルはドイツ語で次のようにこの同

じ言葉を誓言した： （カルルの誓い=D1). しかし両者の軍隊力：

各々自分の言葉で誓言した誓いはロマン語では次の通りである：

（フランス軍の有力者達の誓い=F2).しかしドイツ語では: (ド
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イツ軍の有力者達の誓い=D2).これらの事を済ませると，ルート

ヴィヒはライン川を下ってシュパイエルを通り， そしてカルルは

ヴァスケン山脈に沿ってヴァイセンブルクを通りヴォルムスの方

へと行路を定めた.…かつ前述の兄弟，並びに軍隊の有力者達力欝

前掲の協約を結んだあの日には大雪ｶ降り，その後寒冷が続いた．

ニートハルトの説明によれば，まずルートヴィヒカ罫ドイツ語(teudisca

lingua)で自分の軍隊に対して今回の誓約を交わすに至った経緯と誓約

の主旨を説明し，次にカルルがフランス語(romanalingua「ロマン語｣）

で同じ事を自分の軍隊に対して説明した． この後ルートヴィヒは相手方

のフランス軍に向かってフランス語で誓いの言葉を述べ，次にカルルが

ドイツ語で相手方のドイツ軍に向かって「この同じ言葉」 (haeceadem

verba)を誓った後に，フランス軍の有力者達(primorespopuli)がフラン

ス語で， ドイツ軍の有力者達はドイツ語でそれぞれ誓いを立てたことに

なっている． そこで，誓いの原文を対比して本当に仏独両語の誓約文力罫

同一であったのか否かを検証すると同時に， ドイツ語文の表現や構成を

他の古期ドイツ語の作品と比較することにより， ドイツ語の誓約文力ざ翻

訳（調）なのか否かを検討する．以下では写本上の明らかな書き間違い

を訂正してある．

F1-1:Prodeoamur「神への愛故に」

D1-1:Ingodesminna「神への愛故に」

属格形godesは主語的な付加語「神の」ではなく，客語的な付加語「神

への」として用いられている． godesをこのように解する根拠は『タツィ

アーン』 (=T.)から得られる．

wantairgひ"s〃z〃"αnihabetiniu「汝ら力劃神への愛を汝らの

（心の）中に持っていないこと」 (T.88,13=J.5,42dilectionem

dei)

ir…forlie3ut…go伽加加"α「汝らは…神への愛を放棄する」

(T. 141, 17=L. 11,42caritatemdei)

ingodesminnaに対応する表現は『ヘーリアント』 (=H.)や『オットフ

リート』 (=O.)に見られる．

thatsiajarogihwemα〃gひ〃s加加"〃anthemhelagondage
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gnnahaftanmannabiddianscoldun 「彼らが毎年，神への愛故

にその聖なる日に一人の捕らわれた男を願い求めるべきであった

ということ」 (H､5405-5407C)

〃gひ妬加加""i3datun｢彼らは神への愛故にそれを行った」 (O.

V,25,8)

F1-1の属格的な機能の斜格形deoも「神への」 (NelsonS. 201 :Gene-

tivusobiectivus)と理解しなければならない．

F1-2:etprochristianpobloetnostrocommunsalvament, 「かつ

キリスト教の民と我らの共通の救済故に」

D1-2: ind'intheschristanesfolchesind'unsErbCdherogehalt-

nissi, 「かっこのキリスト教の民と我ら両名の救済故に」

定冠詞／指示代名詞の属格形thesに対応する語はF1-2にはない.chris-

tianpoblo/theschristanesfolches「キリスト教の民の」はsalvament/

gehaltnissl 「救済」にかかる. *poblus(<ラテン語populus)/folch(=

folk)は「民」と「軍隊」の両方を意味する. nostroカゴ所有代名詞「我ら

の｣, cornnlunが形容詞「共通の」であるのに対して, unserは人称代名

詞wir｢我ら」の属格形, bedheroは数詞bEdhe｢両名」の属格形である．

unserbedheroと同じ構成は『ヘーリアント』に見られる．

ZZs"6EM"ofader「我ら両名の父」 (H.5936C)

古期ドイツ語，特に古ザクセン語では1人称や2人称の二人の密接な関

連を強調する時に，複数形ではなく，両数形を用いることがあった．

thnnnhabasubilogimarakot〃"細γりselbarosI6「汝は今や我

ら二人(＝アダムとイブ)自身の運命を悪く定めてしまった」 （『ザ

クセン語の創世記』 1－3）

ist〃"た〃zweiowesanein「我ら二人(=キリストと神）の存在

は一つである」 (O.III,22,32．古高ドイツ語の唯一例）

ドイツ語の誓約文において両数形が用いられていないのは，ルートヴィ

ヒとカルルの関係がさほど一体的ではないという判断が根底にあったの

かも知れない．

F1-3:d' istdiinavant, 「この日より以降」

D1-3:fonthesemodageframmordes, 「この日より以降」
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前半は全く同一の，前置詞十指示代名詞十名詞の構成であるｶざ，後半は

前置詞十副詞のinavant「以降」に副詞のframmordes「以降」が対応

する． ドイツ語の副詞は『オットフリート』 (0.111,26,6frammortes)で

も用いられている．

F1-4:inquantdeussaviretpodirmedunat, 「神が知恵と力を我に

与える限り」

D1-4:sOframs6mirgotgewi3ciindimahdfUrgibit, 「我に神が

知恵と力を与える限り」

F1-4のsavir「知恵」とpodir「力」は共に不定詞savir「知っている」と

podir｢できる｣が名詞化したものであるが,D1-4のgewi3ci (=gewi33i)

「知恵」はwi33an「知っている」の,mahd(=maht) 「力」はmugan

「できる」の派生語である．F1-4では間接客語のme｢我に」が定動詞の

直前に置かれているのに対して,D1-4ではmirは主語の前に出ている．

後(F2-6,2-7,2-9,2-10)でも見られるが，文末の定動詞の直前に代名詞

や代名詞的副詞が置かれているのがフランス語の誓約文の語順の特徴で

ある(F1-8は例外)．D1-4に完全に対応する表現は『フルダの'|識悔』に見

られる．

s6framsOmirgotalmahtIgomahtientigiwi33iforgibit「我に

全能の神が力と知恵を与える限り」

Almahtigtruhtm,forgibunsmahti intigiwi33i 「全能の主よ，

我らに力と知恵を与え給え」

定動詞dunat/furgibitはdunar/furgeban｢与える」の叙実法・現在形．

F1-5:sisalvaraieocistmeonfradreKarlo「然らば我はこのわが

兄弟のカルルを支援するつもりである」

D1-5:sChald'ihthesanminanbruodher, 「然らば我はこのわが兄

弟を支援する」

F1-5の（意志的）未来形salvarai(<salvar「支援する｣)にD1の現在形

hald(u)(<haldan「支援する｣)が対応しているが，古期ドイツ語の現在

形は未来事象を表わすこともできる．

ikg""g"imuatgristt6「我は最初に彼の所へ行く」 (H. 4819

M)
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erγ泥"jS"/githiutokuningthereroliuto ｢(将来）彼は立派にこ

れらの民の王として君臨する」 (O. I,5,29)

sisalvaraieoという構成における主語の人称代名詞eo「我」の使用と

定動詞の後の位置についてアリエール(S.211)は「s6haldihの透き写し

か」と言う.D1-5には相手の名前のLudhuwIgan(対格形）が欠けてい

る．

F1-6:etinajudhaetincadhunacosa, 「助力においても各々の事に

おいても」

Dlには対応する言葉がない．Karstenは2番目のet (現存の写本上で

は＆）をer「…であろう」 (=F2-10er)の間違いと解して(rとtの筆

記体はよく似ていた),F1-6をF1-5の言い換えとみなしている： 「かつ

（我は）各々の事において助力であろう （＝助力するであろう）｣． そう

するとD1は言い換え故に対応語句を省略したことになる.いずれにして

もこの言葉によって20歳位年下の異母弟に対するルートヴィヒの，年長

者にして経験者としての入念な配慮がカルルの側から期待されているに

違いない． この時カルルはまだ18歳，ルートヴイヒは38歳位であった．

F1-7:sicumomperdreitsonfradrasalvardift, 「人が当然， 自

分の兄弟を支援すべき通りに」

D1-7:sCsOmanmitrehtusInanbruodherscal, 「人が当然， 自分

の兄弟を（支援）すべき通りに」

F1-7のom「ある人」はドイツ語のmanにならってラテン語のhomo

「人」から作られた不定代名詞であると思われているが（ドーザS.46.

島岡1982,S.91),既に6世紀にトゥールのグレゴリウスがhomoを不定

代名詞として用いているので(ut intertabulasadspicere肋"zonon

posset「文書の中を吟味できないようにと」RheeS.14), om(>現代フ
ランス語のon)は独自の発展かも知れない.不定代名詞manの用例は9

世紀初めの『ヒルデブラントの歌』 (=HL.)以来見られる．
かたき

mitgeruscal”α〃gebainfahan,ortwidarorte 「敵力苛よこす
贈品は槍を用いて収むくし，穂先と穂先，相合わし｣(HL.34,35)

habEtirhierwa3,tha3”zα〃e33anmegi？ 「汝らはここに食べる

ことのできる何かを持っているか」 (T. 231, 1=L. 24, 41quod

ll3
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manducetur「食べられる物｣）

F1-7では不定詞のsalvar｢支援する」が用いられているが,D1-7では

不定詞のhaldan｢支援する」は省略されている. F1-7に不定詞があるの

はF1-6の挿入と関係していると思われる． D1-7と同様の， しかもmit

rehtu「当然」を伴う例力欝古期ドイツ語の他の作品に見られる．

s"ih”が〃"んaphtercanonescIz/ 「我が当然，条規に従ってな

すべき通りに」 『司祭の誓い』

sDihWメ〃ん畝SCO伽「我が当然なすべきであった通りに」 『フ

ルダの'|識悔』

前置詞mitと共に用いられているrehtu/rehtoはreht「当然の事」の

具格形であり， この形力:現れる3作品の成立時期力:9世紀の中頃である

ことを明示している． 10世紀になると具格形に代わって与格形のrehte

が使われるようになる.F1-7の様相の助動詞diftはドイツ語学の文献で

はdistとなっている場合が多い力flフランス語学の文献ではD1-7の

scal(sculan「しなければならない」の叙実法・現在形)との関係からラ

テン語のdebet「しなければならない」の発展形と解されている．

F1-8:inoquidilmialtresifazet, 「彼が我を同様に（支援）するな

らば」

D1-8: inthiutha3ermigs6samaduo, 「彼が我を全く同様に（支

援）するならば」

条件の従属接続詞inoquidとinthiutha3はほとんど同じように構成

されている （前置詞十指示代名詞十従属接続詞)． inthiutha3は『オッ

トフリート』にも見られる．

加伽〃加巧ihi3kunni 「我にそれ力:できるならば」 (O.I,2,42)

この定動詞kunniもfazet(<facere｢する｣)やduo(<duon｢する｣)と同

様に叙想法形（＝接続法形）である. altresi/s6samaは副詞「同様に／

全く同様に｣． fazet/duoはsalvet/haldeに代わる代動詞(VoretzschS.

6:verbumvicarium)であり，元の動詞と同じ斜格形／対格形の客語mi/

mig(=mih)を取っている．類例は古期ドイツ語の他の作品に見られる．

thangithiaarmostuneldibarno…farhogdun…,than〃と〃2 (=

farhogdun)giiuwanadrohtlns6samo 「汝らがあの最も貧しい
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人々を軽蔑した時，汝らは汝らの主を全く同様に（軽蔑） したの

だ」 (H.4436-4439C)

nohniminnOtunsOframtha31ioht…,sOsie"e"/ (=minnOnt)

ingiwissitha3selbafinstarnissi 「又，彼らは，真にあの問題の

暗黒を愛するほど， よくはその光を愛さなかった」 (O.II,12,87.

88）

F1-9:etabLudhernulplaidnunquamprindrai, 「かつ口タールか

らはいかなる交渉も断じて受け入れるつもりはない」

D1-9: indimitLudhereninnohheiniuthingnegegango, 「かつ

口タールとはいかなる交渉にも関わらない」

この部分は表現力ざ全く異なっており,Flの方力:強い表現である.prindre

「受け入れる」の未来形prindraiにgegangan｢関わる」の現在形gegan-

goが対応している． F1-5のsalvaraiとこのprindraiは｢1人称の意志を

あらわし，厳密な意味での未来の時を示すものではない」 （島岡1980,

S.178)とされる．二つの意志的未来形によってルートヴイヒの積極性が

カルルの側から期待されているに違いない.D1-9のinthinggegangan

「ある交渉／事に関わる」 という表現は『オットフリート』にも見られ

る．

thOer/"s"肋j〃昭9瘤"昭「彼がそのような事に関わった時」

(O.II,9,58)

F1-9もD1-9も共に二重否定(nul…nunquam/nohheiniu…ne)でもっ

て否定の強調が表現されている． このような二重否定は古期ドイツ語で

はよく見られる．

therheilant"gabimo"0"e"antwurti 「救世主は彼にいかな

る答えも与えなかった」 (T.197,7=J.19,8 : Ihesusautemre-

sponsum"o"dediteiは単純否定）

"i afstad is felis""gα〃「それの岩はどれも立ち続けない」

(H.3700M)

F1-10:qmmeonvolcistmeonfradreKarleindamnosit． 「わが

意志によりこのわが兄弟のカルルに対して害であり得る」

D1-10:thEminanwillonimocescadhenwerdhen． 「わが意志によ
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り彼に対して害になり得る」

quiは関係代名詞であり, thEは中性･複数･主格形の関係代名詞thiuに

代わる不変化詞である． このような関係不変化詞th色は『ヘーリアントj

や『オットフリート』にも見られる．

theswIdonrlkeas(giwand),妨百hEgiwaldonscal 「彼が支配す

ることになっている，その広大な王国の終末｣(H､268M.C写本で

はthes)

thiobuah, j〃〃(=thEin)frumazaltun 「彼らに救いを語った聖

書」 (0.V,6,19)

meonvolとmnanwillonは手段の状況語として用いられた斜格形／

対格形（＝絶対的斜格形／対格形） 「わが意志により」であるが，全く同

一の表現が『司祭の誓い』に見出される．

da3ih…SI加耽α〃”""〃frumafrummenti…「我が…わが意志

により善をなすことを（誓う）」

このような対格形の用例として，先に引用した『ヒルデブラントの歌』

35のort「穂先で」の外に次の例もある．

nnfluicdn,vihumma3,hera,ﾉﾗ〃〃fr6noingodesmunt 「わが

蜂らよ’神の保護下で主の加護をもって，今こちらへ飛んで来い」

「ロルシュの蜜蜂の呪文』

F1-10のcistmeonfradreKarle「このわが兄弟のカルルに対して」

に対応するD1-10は簡単に人称代名詞imo「彼に対して」で済ましてお

り，先のD1-5と同様に， ここでも相手方の人名Ludhuwige(与格形)の

使用が避けられている. F1の方が入念かつ慎重である．定動詞のsitと

werdhenは共にestre｢(で）ある」とwerdhan｢(に）なる」の叙想法形

であるが，先行詞の数が異なるので，前者は単数形，後者は複数形であ

る． この関係文の定動詞が叙想法形になっているのは， その事象の将来

の可能性を表わすことと,主文が否定文であることの二重の理由による．

類例は：

nihabEnman,mittiuda3wa33ergiruoritwirdit,dermihse"た

indenwlwari「この水力叡動かされる時，我をこの池に入れてくれ

る人を我は持たない」 (T.88,2=J,5,7mittat)
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D1-10に類似する表現は『オットフリート』に見られる．

tha3"oiozisc"庇〃”α〃「彼に対してかつて害になった事」

(O.II.4,37)

F2-1:SiLodhuvigssagrament, 「もしもルートヴイヒが誓いを」

D2-1:ObaKarltheneid, 「もしもカルルがその誓いを」

F1-2のchristianpobloの場合と同様に,F2-1のsagramentには定冠詞

ｶ用いられていないカガ,D2-1ではD1-2のtheschristanesfolchesのよ

うに，定冠詞力：用いられている． ここのtheneidと次のD2-2のbruo-

dherやLudhuwIgeから，ケルマン語･前古期ドイツ語の無声摩擦音/e/

力箪語頭ではそのままth[e]として， しかし語中では有声化してdh[6]

として，語末ではさらに有声閉鎖音化してd[d]として現れていること

が分かる．この状態は，この作品の原本が9世紀の半ばに作られたことの

証拠になる．

F2-2:quesonfradreKarlojurat, 「彼の兄弟のカルルに誓った」

D2-2:thenersinemobruodherLudhuwigegeswuor, 「彼が彼の兄

弟のルートヴイヒに誓った」

que/thenは関係代名詞.F2-2にはD2-2のerに対応する主語ｶぎ省略され

ている. F1-8のinoquidilmialtresifazetではD1-8のerに対応する

ilが用いられていた．定動詞のjurat/geswuor (写本上ではgesuor)は

jurar/gesweran「誓う」の叙実法・過去形である．

F2-3:conservat, 「守り」

D2-3:geleistit, 「果たし」

これはF/D2-1の続きで，関係文F/D2-2が挿入されていた．この二つの

動詞は共にconservarとgeleistenの叙実法・現在形である．

F2-4:etKarlusmeossendra「かつわが主人のカルルが」

D2-4:indiLudhuwigminherro, 「かつわが主人のルートヴイヒが」

ここも全く同じ構成である． F2-4のsendra「主人」はラテン語の形容詞

senex｢年取った｣の比較級形seniorに由来する力ざ,D2-4のherro｢主人」

はこのラテン語形にならって，形容詞her｢気高い｣の比較級形ｶざ名詞化

されたものであり （『オットフリート』ではherero),人間にも神にも用

いられる．古期ドイツ語には本来， 「主人」を表わす語としてfr6や
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drohtin/truhtlnがある力叡，前者はfrOmm「わ力翻主よ」という表現で専

ら神やキリストへの呼びかけとして使用され（『ルートヴィヒの歌』30は

例外)，後者も専ら神とキリストに対して用いられる．

F2-5:desuopart「彼の側から」

D2-5:thenerimogeswuor, 「彼が彼に誓った事を」

この部分は完全に異なっている.D2-5では先行詞のthen(eid)が省略さ

れている．先行詞の省略は他の古期ドイツ語の文献にも見られる．

sagdai""z (=them,them)siuwelda 「彼女は告げようと思っ

ていた者に告げた」 (H.293)

errihtitt加3(=tha3,tha3) inworoltist 「彼は世界にある物を治

めている」 (0.II,4,67)

F2-6:nonl' ostanit/lostanit/lostanit, 「それを果たさないなら

ば」

D2-6:forbrihchit, 「破るならば」

F2のこの部分の解釈は専門家の意見ｶぎｰ致していない（セルキリーニ

S.90-93.RheeS.10,NelsonS.204).D2-6の方は明白にforbrehhan｢破

る」の3人称・単数･現在・叙実法形であり,D2-4の続きで，関係文D2

－5力：挿入されていた． F2-5,6よりもD2-5,6の方力ざ強烈な表現である．

F2-7:siioreturnarnonl'intpois, 「もしも我が彼をその事から翻

意させ得ないならば」

D2-7:0b' ihinanesirwendennemag, 「もしも我が彼をその事か

ら翻意させ得ないならば」

「彼をその事から」 (l' int/inanes)の位置が違っている． さらに, int力ざ

代名詞的副詞｢その事から」 （＜ラテン語inde)であるのに対して, esは

人称代名詞の中性･単数･属格形である. irwenden「翻意させる」が対格

形客語（人物） と属格形客語（事物）を伴う用例は『ノートカー』にも

見られる．

sOdlesint,"nIoman花"たseγz{ﾉg"此れnenlag「それで彼らは誰

からも正義を翻意させられ得ない者達である」 (N. 1,40,4.5)

pois/magは様相の助動詞podir/mugan「できる」 (F1-4podir「力」

参照)の叙実法・現在形．
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F2-8:neioneneuls, 「我も誰も」

D2-8:nohihnohtheronohhein, 「我もその者達の誰も」

ne…ne…/noh…noh…は否定の並列接続詞「…も…もない｣. noh...

noh…の他の例：

〃0"thesersuntOta"0"sIneeldiron「この男も彼の両親も罪を

犯さなかった」 (T. 132,2=J.9,3neque…neque…）

tha3ir"0"hiar"0"ouhtharnibetOtthenfater 「汝らがここ

でも又そこでも父に祈らないこと」 (O. II, 14,64)

D2-8のtheroは指示代名詞の男性･複数･属格形であるが，対応語はF2

－8にはない．

F2-9:cuieoreturnarintpois, 「我がその事から翻意させ得る」

D2-9:thenihesirwendenmag, 「我がその事から翻意させ得る」

cui(=qui/que)とthenは関係代名詞・男性・単数・斜格形／対格形であ

る．しかしD2-8の先行詞theroは複数形なので,D2-9の関係代名詞も本

来は複数形のthe/thea/thia/thieでなければならない． D2の起草者は

nohhein「誰も」が先行詞であると勘違いしている．類例は『ヘーリアン

ト』に見出される．

habdunimtegesldea…allarobarnobezta,therotheiogiboran

wurdi｢彼らは，かつて生まれた全ての子供の中の最高の子を道連

れにした」 (H.834.835M.関係文の定動詞wurdiは単数形）

F2-10: innullaajudhacontraLodhuwignunliiver． 「(我も）ル

ートヴイヒに敵対して彼(＝カルル)のためにいかなる助力で

もあるつもりはない」

D2-10:widharKarleimocefollustinewirdhit． 「(誰も）カルル

に敵対して彼（＝ルートヴイヒ）のために助力にならない」

これはF/D2-8の続きで，関係文F/D2-9が挿入されていた． F2-10の代

名詞的副詞iv「そこに」 (<ラテン語ibi)は先に出たinajudha「助力に

おいて」を言い換えている． erはestre｢(で）ある」の1人称･単数･叙

実法． （意志的）未来形であり （＜ラテン語ero),D2-10のwirdhitは

werdhan｢(に）なる」の3人称･単数･叙実法･現在形である．従ってフ

ランス語はF2-8の二つの主語の内のio｢我｣に， ドイツ語はnohhein｢誰
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も」に合わせて定動詞の人称を決めている．

既にF/D1-10の所でも見たように，利害関係の動詞表現がフランス語

は静的・状態的であるのに対して， ドイツ語の方は動的・変成的である．

F: indamno/ajudhaestre「害／助力である」

D:cescadhen/follustiwerdhan 「害／助力になる」

F2-10のli 「彼のために」に対するF2-7のl(i) 「彼を」のように， フ

ランス語では与格形と対格形は区別されていない力§，ドイツ語はこの2形

を明白に区別している．

与格形 対格形

F1-4me F1-8mi

F2-101i F2-71(i)

F1-10cistmeonfradreKarle F1-5cistmeonfradreKarlo

F2-2sonfradre F1-7sonfradra

D1-4mir D1-8mig(=mih)

D2-10imo D2-7inan

D1-3thesemo D1-5thesan

D2-2slnemobruodher D1-7slnanbruodher

フランス語のme/mi,Karle/Karlo,fradre/fradraの語末母音の違いは

本質的なものではない． フランス語の誓約文では，与格形と対格形のみ

ならず，属格形も区別されず(F1-1deo,F1-2poblo), この3形は一つ

の斜格形（＝被制格形，賓格形） として主格形(F1-4deus,F2-1Lod-

huvigs,F2-4Karlusmeossendra)に対立している．一方， ドイツ語は

主格形(D1-4got,D2-1Karl,D2-4LudhuwlgmInherro),属格形(D1

-1godes,D1-2folches),与格形(D1-9Ludheren,D2-2Ludhuwige,D2

-10Karle),対格形(D1-10mlnanwillon),具格形(D1-7rehtu)の5形

を区別している．

最後の主文は多重否定による否定の強調表現である． F2-8,10は四重

に,D2-8,10は三重に否定されている．四重否定は極めて異例である．

F2-8,10:ne(1) ione(1)neuls(2)…innulla(3)ajudhacontra

Lodhuwignun(4) li iver

D2-8,10:noh(1)ihnoh(1) theronohhein(2)…widharKarle
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imocefollustine(3)wirdhit

先に述べたように，古期ドイツ語では二重否定は珍しくはないが，三重

否定も稀に見出される．

thatsan"swerea"20加α刀邑niganedstafeldibarno, "ebi

himilethemuhOhon..."ebierdutharundar「断じて誰も人の子

の何らかの誓いをあの高い天にかけても， ここの下の地にかけて

も誓わないこと」 (H.1507-1510M)

gibOt…〃oJzouh"/fuartminthiuthingmitin〃ﾉﾙe"αnpending

「さらに又，彼らがその事にいかなる金をも持参しないよう命じ

た」 (O.III,14,89-92)

否定の副詞の位置に関しては違いが見られる． ドイツ語のneは定動

詞の前に置かれることが大原則であるが,フランス語のnon/nunは定動

詞の前の代名詞や代名詞的副詞の前に置かれている．

F2-6:"o"l'ostanit/lostanit/lostanit

F2-7:si ioreturnar"0"l' intpois

D2-7:ob' ihinanesirwenden"emag

F2-10:innullaajudhacontraLodhuwig〃"〃li iver

D2-10:widharKarleimocefolluSti"ewirdhit

仏独両語の誓約文の中の定動詞の位置は全て同じである．主文は3例

あって, 1例(1-5)は定動詞が2番目に，他の2例(1-9,2-10)では文

末に置かれている．古期ドイ､ｿ語の主文の定動詞は文頭から2番目に置

かれている場合が多い力罫，それ以外の位置にあることも珍しくはなく，

文末に置かれている場合もある．

dd6"dir,alterHnn,ummetspaher「年老いたフン人よ，汝は

大変ずる賢い」 (HL.36)

ikmldeOdrez"〃「我は他の人々を知っている」 (HL.11)

副文は9例(1-4, 1-7, 1-8,1-10,2-1～3,2-2,2-4～6,2-7,2-9)あり,全

て定動詞は文末に置かれている．古期ドイツ語における副文の定動詞の

位置は，例外も多いが，文末力:原則である． ドーザ(S.49)はフランス

語文が「ケルマン語の原文の鐸，なぞりのように見える」と述べている．

誓約文の中の副文には不定詞十様相の助動詞の構成が見られる(F1-7)
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が， このような構成も古期ドイツ語では珍しくはない．

werdarsihhiutuderohregilo〃噸加g刀加"0"／ 「今日これらの鎧

を自'|葵すること力ざできるのか否か」 (HL.58)

habetirhierwa3, tha3mane33α〃加忽？「汝らはここに食べる

ことのできる何かを持っているか」 (T.231,1=L.24,41man-

ducetur)

しかしこの構成の中への他の語の受け入れ方はフランス語とドイツ語と

では大いに異なっている．

F2-7:si io"〃γ"αγnonl' int加's

D2-7:ob' ihinanes/7'z(ﾉg"庇〃ne加噌

F2-9:cuieo"〃〃αγint加応

D2-9: thenihes"z(ﾉ2"庇〃加噌

ドイツ語では否定の副詞neのみ間に入るのに対して， フランス語では

否定の副詞nonの外に，人称代名詞I(i)や代名詞的副詞intも入ること

ができる． ただし古期ドイツ語の韻文作品でも韻律等の都合で他の語の

割り込みが見られる （例えば『オットフリート』S.13).

以上のように，仏独両語の誓約文を個別に対比・検討した結果， 当然

のことながら全く同一の表現力罫多数見られる反面，全く異なった表現に

なっていたり，対応する個所そのものがドイツ語の方に欠けている場合

さえあることが判明した．重要なのは，統語論的な相違ではなくて，思

想的な相違である． このような両者の間の相違も又，事前に双方の誓約

文の語句を逐一打ち合わせておいた結果であろう．全般的にはフランス

語の誓約文の方力ざ慎重かつ入念に作成されていると言える．

ドイツ語の誓約文の表現には不自然な所はなく，ほとんどの場合に同

時代のドイツ語の他の作品の中に同じ表現や形式を見出すことができ

た．他方， フランス語の誓約文には不明な個所力ざあり， また一見ドイツ

語的な部分もあるとされるものの， このフランス語の誓約文は最古のフ

ランス語作品であるのと，同時代の作品ｶぎほとんどないため，他との対

比力ざできず，翻訳（調）か否かの判定は困難である． しかし互いに全く

異なる部分があることから,一方力:他方の翻訳であるとは考えられない．

ただ，既に指摘されている通り (EwaldS.53),当時のラテン語による
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公文書の語句がどちらにも参照されていることは間違いない． そして，

ルートヴィヒの冒頭の演説にもある通り，二人の王の宣誓の目的は互い

に相手方の軍隊の理解と信頼を得ることであったし，双方の有力者達も

自らの言葉で誓約したとされているので，仏独どちらの誓約文にも各々

の軍隊の中で使われていた共通の言葉が使用されていると考えなければ

ならない． フランス語文の方言は「北部のものであるが， それ以上に細

かく地域を限定できない」 （リカードS､55)と言われるが， ドイツ語文の

方言は, ih, forbrihchit,gewi3ci,tha3,ce等から高地ドイツ語であり，

さらにdage, duo, godes等からラインフランク語であって, oba, fur-

gibitから中部フランク語ではないこと力ざ明白である．

ニートハルトが，ルートヴィヒの演説はラテン語に翻訳して記録して

いるのに対して，二組の誓約文を原語で記し，敢えてラテン語に直さな

かったのは,それぞれの原文の独自性と協約(pactum)の原本としての重

要性を強調するという政治的な意図力：あったからに違いない．そして民

族語重視の方針は後に，言語圏の違いによる帝国分割（ドイツ語圏の東

フランク王国とフランス語圏の西フランク王国） というヴェルダン条約

やメルセン条約の基本原則へと強化されることになる．
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Die Straßburger Eide - im Kontrast gesehen 

Terukazu T AKAHA S I 

Als "Straßburger Eide" aus dem Jahr 842 sind zwei Paar Eidestex

te in Volkssprachen überliefert : der Eid Ludwigs des Deutschen im 

Altfranzösischen ( = Fl) und der Karls des Kahlen im Althochdeut

schen (= Dl) einerseits, sowie der Eid der Anführer des französischen 

Heers (= F2) und der der Anführer des deutschen Heers (= D2) 

andererseits. Eine kontrastive Analyse der Eidestexte ergibt synta-

124 



ktische und gedankliche Unterschiede. Wichtiger scheinen mir die 
gedanklichen Abweichungen : 

1 . Fl hat die beiden finiten Verben in futurischer Form, die für 
den Willen des Schwörenden steht : Fl -5 : si salvarai eo eist 
meon fradre Karla 'so werde ich diesen meinen Bruder Karl 
unterstützen' und Fl -9 (siehe unten). Die entsprechenden 
Verben in Dl sind aber einfach im Präsens gesetzt: DI -5 : sö 

hald' ih thesan minan bruodher 'so unterstütze ich diesen 
meinen Bruder' und Dl -9 (siehe unten). Hier erwartet man 
sicher von Ludwig, daß er bei der Erfüllung seines Eides 
aktiver sei. als sein viel jüngerer Halbbruder Damals war 
Ludwig ca. 38 Jahre alt, Karl aber noch 18. 

2 . Fl -6 : et in ajudha et in cadhuna cosa 'sowohl in Hilfe als auch 
in jeder Sache' hat keine Entsprechung in DL Mit diesem 
Ausdruck ist die Erwartung von Seiten Karls geäußert, daß 
Ludwig als älterer und erfahrenerer Mann für ihn in jeder 
Hinsicht sorgen möge. 

3 . Fl -9 : ab Ludher nul Plaid nunquam prindrai 'ich werde von 
Lothar durchaus keine Verhandlung annehmen' entspricht 
DI -9 : mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango 'ich gehe 
mit Lothar auf keine Verhandlungen ein'. Hier ist eine stärkere 
Entschlossenheit Ludwigs erhofft. 

4. In Fl wird Karls Name zweimal genannt (Fl-5 und Fl-10), 
während Ludwigs Name in Dl nicht vorkommt. Es handelt sich 
dabei um Sorgfältigkeit und Behutsamkeit auf Seiten Karls. 

5. In F2-4-6 heißt es : Karlus meos sendra de suo part non l' 
ostanit / lo stanit / los tanit ' ( wenn ) Karl mein Herr ihn 
(=seinen Eid) seinerseits nicht hält.' Aber D2-4-6: Ludhuwig 
min herro, then er imo geswuor, forbrihchit '(wenn) Ludwig 
mein Herr (den Eid), den er ihm geschworen hat, bricht'. F2 ist 
weniger drastisch als D2. 
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6 . In F2-8,10 ist der Satz viermal verneint : ne (1) io ne (1) neuls 
(2) ... in nulla(3) ajudha contra Lodhuwig nun(4) li iv (= in 

ajudha) er 'werde weder ich noch keiner ... gegen Ludwig ihm 
( = Kar 1) in keiner Hilfe nicht sein' ( wörtlich) , während er in D2 
-8, 10 dreimal negiert ist: noh(l) ih noh(l) thero nohhein(2) 
... widhar Karle imo ce follusti ne(3) wirdhit 'wird weder ich 

noch keiner derer ... gegen Karl ihm ( = Ludwig) nicht zur Hilfe' 
(wörtlich). F2 zeigt hier die größere Negativität als D2. 

Die Ausdrücke der althochdeutschen, und zwar altrheinfränki
schen, Eidestexte haben keine unnatürlichen Stellen und sogar in den 
meisten Fällen genaue Entsprechungen in anderen altdeutschen 

Texten. Im Gegensatz dazu findet man in den altfranzösischen 

Eidestexten, den ältesten Sprachdenkmälern des Französischen, 
sowohl unklare Stellen als auch scheinbar deutsche Wortstellungen. 
Da es aber zwischen jedem Paar der Straßburger Eide mehrere 
gedankliche Verschiedenheiten, wie oben gesehen, gibt, muß man 
annehmen, daß die eine Eidestextgruppe keine Übersetzung der 
anderen ist. 

Die Textpaare stellen die Originale des 'pactum' (Nithard, Histo
riarum Libri III[, IIl,5) dar, die jeweils in der Gemeinsprache des 

betreffenden Heers abgefaßt sind. Nithard hatte sicher eine politi
sche Absicht, die textliche Selbständigkeit und die vertragliche 
Wichtigkeit der Straßburger Eide zu betonen, indem er im Unter

schied zu der ins Lateinische übersetzten Rede Ludwigs die Eidestex
te so in den beiden Volkssprachen überlieferte. 
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